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   ㈲北野財経システム 
   北 野 会 計 事 務 所 
大阪市淀川区西中島 7-1-26 

オリエンタル新大阪ビル 707号 
TEL：06-6304-7857・FAX：06-6304-8851 

http://www.kngroup.jp 

経営一言：歌を厳しく教えた父。それを優しく見守った母。歌手としての原点は両

親にあると確信しています。             （歌手・瀬川 瑛子さん） 

－所長コメント：厳しい父の教え、優しい母の愛情。親から思えば常に中途半端。

途中経過に過ぎない。一生懸命の度合いが違う。－ 

 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

建物の賃貸借契約書  《税務》 

建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。ところで、

建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益

の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありま

すが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税

はかかりません。 

 しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが

明らかであるものは、印紙税額の一覧表の第１号の２文書「土地

の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。 

 また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予

約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協

力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビル

などの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還する

ことなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は

保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は印紙税額

の一覧表の第１号の３文書「消費貸借に関する契約書」に該当し

ますのでご注意ください。 

  

 

気になる記事：日銀がマイナス金利―国内の金融政策で初、物価目標達成ならす。決定後、株価乱髙下― 

 日本銀行は 29 日の金融政策決定会合で、金融機関が日銀に任意で預けるお金に付ける利子をマイナスにする「マイナス金利政策」

の導入を決めた。２月 16 日から実施する。金融緩和で金融機関にたまったお金が貸し出しに回るように促す。日本の金融政策でマイナ

ス金利政策の導入は初めて。 

 

 

リピート客を増やす  《経営》 

 小売店等の経営相談においては、経営者から「新規顧客をど

のように増やしますか」という質問が定番です。一般に現在の売

上高に満足できないと、新規客の増加策を考えます。アドバイス

として、現状の入店客数や購買率をじっくり聞いた後、新規客獲

得よりも既存客の定着（リピート客とは、特定の商品を何度も購

入する人、または何度も来店する人のことを言います）を提案し

ます。新規客の獲得には、新しい販促計画や広告宣伝等の経費

負担が大きく、費用対効果の採算性が厳しいからです。一方、リ

ピート客の増加策は、経営者や従業員の意識改革を進めること

によって、時間はかかりますが日常営業の中であまり費用もかけ

ずに実行できます。 

 以下にリピート客が増えない問題点をいくつかあげます。これら

の改善によりリピート客を増やす方策を探ってみては如何でしょう

か。（１）お客の買いたい商品が品薄または品切れがよくある。

（２）プライスカードが取れていたり、良く見えない商品があったり

する。（３）接客開始が遅れたり、受付やレジで長く待たされたりす

る（４）店員が挨拶しない、または服装や言葉遣いが乱れている

（５）返品に行った時、店員の態度が悪い（６）休業日が多く（また

は不規則）、営業時間（開店・閉店時刻）がお客の購買習慣に合

わない、等。 

 

確定申告の対象になる給与所得者  《税務》 

 各種所得の金額の合計額から所得控除分を差し引き、さらに

税額控除分を差し引いたときに残額がある人が、確定申告対象

者です。しかし、給与所得者の多くは、会社の年末調整で所得税

額が確定し、納税も完了するので、確定申告をする必要がありま

せん。ただし、給与所得者であっても、給与の年間収入金額が２

千万円を超える人は確定申告をしなければなりません。また、会

社１社から給与から受けていて、給与所得と退職所得以外の所

得の合計額が20万円を超える人も対象です。複数の会社から給

与の支払いを受けているときは、メーンの給与以外の給与と、給

与所得と退職所得以外の所得との合計額が20万円を超えるとき

も同様に確定申告が必要です。 

 

 

社会保険未加入企業には刑事告発も視野に  《経営》 

 社会保険未加入企業をめぐり、その指導が強化されています。

法律上、加入が義務付けられているにもかかわらず、社会保険

に未加入の事業所は 79万、未加入のまま放置され、不利益を被

っている従業員は 200 万人に及ぶと言われています。厚生労働

省と日本年金機構は、社会保険への加入を逃れる悪質な事業

主について、より強硬な対策を検討しています。具体的な基準を

定め、一定の基準を超える悪質な事業主については刑事告発を

する方針です。 

 国税庁が保有する所得税の情報から給与支払いの実態を確

認、その上で社会保険に未加入となっている事業場の洗い出しも

進んでいます。マイナンバーの導入もあり、制度のすきを突いた

ような社会保険未加入はより困難になります。最終的に強制加入

させられ、２年間遡及して保険料を求められることも十分にあり得

ます。 

 すでに警察庁と基準作りについて協議を開始し、各年金事務所

も今後、従来よりはるかに厳しい対応で臨むことが予想されま

す。これまでの年金事務所の対応のゆるさに高をくくっていると、

思わぬトラブルになりかねないでしょう。 

 

 


